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密集市街地の改善状況について 
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編集協力：㈱首都圏総合計画研究所 

 

第40号 

川崎市からのお知らせ 

川崎市 まちづくり局 市街地整備部 防災まちづくり推進課 電話：044-200-2731（直通） 

幸町３丁目地区のまちづくり お問合せ先 

平成２９年３月 

 

QR コード読み取り機能のある携帯電

話をお持ちの方は、上の QR コードを読

み込み、アクセスしてください。 
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●重点対策候補地区（案）の区域 

新たな取組について説明会を開催しました 

幸町３丁目を含む不燃化重点対策地区の候

補地区の方々を対象に、地震火災対策を確実

に進めるための新たなルールである「不燃化

推進条例」と「新たな補助制度」に関する説

明会を、２月に 6 回開催しました。 

当日は、平日夜間と休日にも関わらず多く

の方々にご参加いただき、たくさんの貴重な

ご意見をいただきありがとうございました。 

幸町３丁目地区 
まちづくりだより 

防災まちづくりプランが終了し 

新たな取組がスタートします 
～平成２９年度より実施していきます～ 

●新たな条例の制定 

新たな取組方針に基づき、重点対策地区の重

点的な対策を確実に進めるため、建物を建てる

際に、より耐火性能の高いものにしていただく

ことを義務付けた「川崎市不燃化重点対策地区

における建築物の不燃化の推進に関する条例」

を平成 28 年 12 月に制定しました。 

説明会の様子 

●補助制度の拡充 

 条例の制定に伴い、建築コストの負担が

生じることとなるため、金銭的負担を緩和

する補助金制度が平成２９年４月１日から

スタートします。 

 川崎市では、地震時等に火災の燃え広がりの危険性が高い幸町 3 丁目地区、小田

２・３丁目地区を重点密集市街地として指定し、平成２０年度から耐火建築物や準

耐火建築物といった燃えにくい建物への建替えに対し補助金により支援等するこ

とで、重点密集市街地の改善を進めてきました。 

川
崎
市
に
よ
る 

こ
れ
ま
で
の
取
組 

来年度からの取組については４ページへ 

他都市の先行事例については２・３ページへ 

引き続き、密集市街地の改善に 

向けて取組を進めてまいります！ 

８年間で不燃領域率が６.５％向上しました！ 

 新たに老朽建築物の除却工事に対する補助金も創設することで、建築物に対

する補助が最大 300 万円までとなります。 

詳しくは、下記お問合せ先にお問合わせいただくか、下記のホームページを

ご覧ください。 

※1 各年度 1月 1日時点の数値 

※2 各年の耐火・準耐火建築物の 

新築棟数の累計 
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密集市街地の改善の取組事例 

共同化による建替え ～東京都練馬区～ 

図面上部の敷地は、道路が

なく適法な建替えができ

ない状況だった。 

古くなった７戸の家屋や店

舗を共同で建替えることに

より、５階建の店舗兼共同

住宅となった。 

練馬区北町で行われた共同化は、地区地

権者や練馬区、専門コンサルタントによる

勉強会や検討会、協議会を重ね、共同建替

え方式により密集地域の再生に結びつき

ました。 

防災空地の創出 ～兵庫県神戸市～ 

 神戸市では、防災性や住環境に様々

な課題を抱える密集市街地において、

安全・安心・快適なまちづくりを推進

するため、火事や地震などの災害時に

地域の防災活動の場となる「まちなか

防災空地」の整備を進めています。 

（出典）神戸市ＨＰ 

 防災上、居住環境上の課題を抱えている密集市街地については、早急な整備改善が課題とな

っています。ここでは、全国の密集市街地で進められている改善の取組事例をご紹介します。 

まちなか防災空地とは… 

密集市街地において、火災などの

延焼を防止するスペースを確保す

ることを目的として、平常時は広

場・パケットパークなどのコミュニ

ティの場として利用する空地です。 

・敷地面積：774 ㎡  

・階数：5 階  

・戸数：21 戸（賃貸 16 戸）＋3 店舗 

建替え前にあ

った通り抜け

通路を引き続

き敷地の西側

に設けました。 
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